
 放課後等デイサービス ピースホームタウン駒沢  虐待防止委員会  

  

（委員会の目的）  

第 1 条 虐待防止委員会は、利用者の安全と人権保護の観点から、適正な支援が実施され、利用者の自立

と社会参加のための支援を妨げることのないよう、定期的に又は適時、委員会を開催し、虐待の

防止に努めることを目的とする。  

  

（委員会委員の選出）  

第２条 委員は以下のとおりとする。  

1） 委員長は、 陳 嶺 とする。  

2） 委員には、児童発達支援管理責任者、苦情解決責任者を加える。  

3） 委員には、研修委員会、事故防止委員会の委員を１名ずつ加える。  

4） 委員には、必要ある場合に法人役員、第三者委員を加えることができる。  

5） 委員に、利用者の代表を加えることができる。  

  

（委員会の開催）  

第３条 委員会の開催を次のとおりとする。  

1） 委員会は、年最低 2回以上開催する。  

2） 会の開催の必要があるときは、委員長が招集し開催する。  

  

（委員会の実施）  

第４条 委員会は次のとおり実施する。  

1） 職員倫理綱領を職員に周知し、行動規範とするよう啓発する。  

2） 「虐待の分類」について、職員に周知することと、定期的な見直しを行い、疑いのある項目

を足していく。  

3） 「虐待を早期に発見するポイント」に従い、「虐待発見チェックリスト」結果による調査を

必要あるごとに実施する。  

4） 上記の実施した調査の結果、虐待や虐待のおそれがあるときは、虐待防止受付担当者に報告

する。  

5） 研修委員会と日程の調整を行い、虐待防止にかかる研修を年１回以上行うこととする。  

6） 事故防止委員会より、事故等の問題が虐待につながるような場合は、虐待防止委員会におい

て対応する。  

7） その他、法令及び制度の変更のあるごとに委員会を開催し、規程等の見直しを行うこととす

る。  

  

（委員会の責務）

第５条  

1） 委員会は、虐待が起こらないよう事前の措置として、職員の虐待防止意識の向上や知識を周知

し、虐待のない施設環境づくりを目指さなければならない。  
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2） 委員は、日頃より社会福祉法・知的障害者福祉法のみならず障害者自立支援法や障害者の権利

宣言等の知識の習得に努めるだけでなく、人格（アイデンティティー）の向上にも努めるもの

とする。  

3） 委員会の委員長・委員は、日頃より利用者の支援の場に虐待及び虐待につながるような支援が

行われていないか観察し、必要があるときは職員に直接改善を求めたり、指導することとす

る。  

4） 委員会は、その他の各委員会とも連携をとり利用者の虐待の虜のある事案や支援等に問題があ

る場合は、各委員会と協議し、協同で会議を開催する等、虐待防止の対応・対策及び改善を図

るものとする。  

  

  

（委員会の委員）   

  

虐待防止委員会  

委員長：陳嶺 

メンバー：阿部 由勝（苦情解決責任者）・佐藤 美沙希 （事故防止委員会）・狩俣七海（研修委員

会）・河合 未来（児童発達支援管理責任者）   

  

  

※組織委員会  
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虐待通報の流れ  

  

 

虐待通報の流れ  

 

 

 

管理 

者に 

よる 

虐待 

の場 

合   

  
  

  
  

  

  
  

  

職員による 虐待 

又はその疑い   

養護者 によ る 虐待 

又はその疑い   

虐待防止委員会   

（ 委員長： ちんさん ）   
事業管理責任者（ 阿部）   

児童 発達 支援管理責任者 （ 河合）   

家庭児童相談室     （ - -  ）   

障害福祉課       （  -  -  ）   

相談支援事業所     （ 電話 帳 参照）   

又は 虐待通報ダイアル（ 189 ）   

行政による立 

ち入り 調査 や   

家庭訪問   

虐待防止委員会の 開催   

・ 虐待事案の確認   

・ 虐待発生原因の 追究   

・ 虐待発生原因の解消 方 検討   

・支援方法改善方法 検討   

・ 必要 に応じて 児童の緊急受け 

入れ 実施   

・ 再発防止 の対策   

→ 支援方法 の見直し   

→保護者への 相談支援や必要に 

応じて家庭訪問 の 実施   

→ 支援に関する研修の実施   

→ 虐待防止の勉強 会の 実施   

→経緯と 解決方法 を 全職員へ共 

有   

→対策 実施後のモニタリング   

報告   

管理者による 虐待 の場合   

利用児童 又は その他の 児童に 

ついて 地域住民からの 相談   

相談支援事業所や その他関 

係機関による依頼や必要に 

応じて ピースホームタウン  

教室 職員による 家庭訪問 実施 

  
 



＜擁護者による虐待の場合＞  

①養護者による虐待の発見又はその疑いのある場合、その旨を事業責任者・児童発達支援管

理責任者へ報告する。  

②報告を受けた事業責任者・児童発達支援管理責任者は直ちに家庭児童相談室・障害福祉

課・相談支援事業所へ報告・連絡を行う。上記の事業所に連絡がつかない場合は虐待通報ダイアル

へ相談を行う。  

③報告を受けた事業責任者・児童発達支援管理責任者は虐待防止委員会へ報告を行い虐待防

止委員会の開催を促す。  

④虐待発生の報告を受けた虐待防止委員会は委員会の開催を行い、対象児童の受け入れや継

続的な支援方法、観察方法などの検討を行う。  

⑤虐待防止委員会の委員会開催後、事案の経緯や決定した事項を全職員へ報告を行い情報の

共有を行う。  

⑥必要に応じて委員会にて決定した事項を家庭児童相談室・障害福祉課・相談支援事業所へ

報告する。  

⑦家庭児童相談室・障害福祉課・相談支援事業所からの依頼があり、家庭訪問を当施設が行

う事が望ましいと委員会及び管理者が判断した場合は必要に応じて家庭訪問を実施する。  

  

＜職員による虐待の場合＞  

①職員による虐待の発見又はその疑いがある場合、その旨を事業責任者・児童発達支援管理

責任者へ報告する。  

②報告を受けた事業責任者・児童発達支援管理責任者は直ちに家庭児童相談室・障害福祉

課・相談支援事業所へ報告・連絡を行う。上記の事業所に連絡がつかない場合は虐待通報ダイアル

へ相談を行う。  

③報告を受けた事業責任者・児童発達支援管理責任者は虐待防止委員会へ報告を行い虐待防

止委員会の開催を促す。  

④報告を受けた事業責任者・児童発達支援管理責任者は直ちに事実確認を行なう。  

⑤虐待発生の報告を受けた虐待防止委員会は委員会の開催を行い事実に基づき虐待発生原因

の追究・虐待発生原因の解消方検討・支援方法改善方法検討を行う。  

⑥虐待防止委員会の委員会開催後、事案の経緯や決定した事項を全職員へ報告を行い情報の

共有を行う。  

⑦委員会にて決定した事項を家庭児童相談室・障害福祉課・相談支援事業所へ報告する。家

庭児童相談室・障害福祉課・相談支援事業所からの依頼があり、家庭訪問を当施設が行う 

事が望ましいと委員会又は管理者が判断した場合は必要に応じて家庭訪問を実施する  

  

＜管理者による虐待の場合＞  

①管理者による虐待の発見又はその疑いがある場合、その旨を虐待防止委員会へ報告する。  



②管理者による虐待の発見又はその疑いを感じた職員は家庭児童相談室・障害福祉課・相談

支援事業所へ報告・連絡を行う。上記の事業所に連絡がつかない場合は虐待通報ダイアルへ相談を

行う。  

③報告を受けた虐待防止委員会は虐待防止委員会の開催をする。  

④報告を受けた虐待防止委員会は直ちに管理者へ事実確認を行なう。  

⑤虐待防止委員会は委員会の開催を行い事実に基づき虐待発生原因の追究・虐待発生原因の

解消方検討・支援方法改善方法検討を行う。  

⑥虐待防止委員会の委員会開催後、事案の経緯や決定した事項を全職員へ報告を行い情報の

共有を行う。  

⑦委員会にて決定した事項を家庭児童相談室・障害福祉課・相談支援事業所へ報告する。  

  

＜地域住民から利用児童又はその他児童の虐待相談があった場合＞  

①地域住民から利用児童又はその他児童の虐待相談があった場合、その旨を事業責任者・児

童発達支援管理責任者へ報告する。  

②報告を受けた事業責任者・児童発達支援管理責任者は直ちに家庭児童相談室・障害福祉

課・相談支援事業所へ報告・連絡を行う。上記の事業所に連絡がつかない場合は虐待通報ダイアル

へ相談を行う。  

③報告を受けた事業責任者・児童発達支援管理責任者は虐待防止委員会へ報告を行い虐待防

止委員会の開催を促す。（利用児童でない場合は委員会内で情報を共有する。）  

④虐待発生の報告を受けた虐待防止委員会は委員会の開催を行い、対象児童の受け入れや継

続的な支援方法、観察方法などの検討を行う。（利用児童でない場合、家庭児童相談室・障害福祉

課・相談支援事業所からの連絡をまち、受け入れが望ましい場合は受け入れ、その対応方法を検討

する  

⑤虐待防止委員会の委員会開催後、事案の経緯や決定した事項を全職員へ報告を行い情報の

共有を行う。  

⑥必要に応じて委員会にて決定した事項を家庭児童相談室・障害福祉課・相談支援事業所へ

報告する。  

⑦家庭児童相談室・障害福祉課・相談支援事業所からの依頼があり、家庭訪問を当施設が行

う事が望ましいと委員会及び管理者が判断した場合は必要に応じて家庭訪問を実施する。  

  


